新座市おくやみコーナー窓口委託事業プロポーザル実施要領

１　目的・趣旨
死亡に伴う手続については遺族が心理的負担を抱えている中、不慣れな書類を短期間で複数作成する必要があり、遺族や業務の負担となっている。おくやみコーナーを設置し、必要な手続を漏らさず案内し、ワンストップで手続を行うことで遺族や業務の負担を軽減することを目的とする。
この実施要領は、市民サービスの向上及び市の業務効率化を図るために、本業務を受託する候補者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。

２　業務の概要
　事 業 名　　新座市おくやみコーナー窓口委託事業
　場　　所　　新座市役所１階おくやみコーナー
　業務内容　　別紙要求水準書のとおり
　契約期間　　契約締結日から令和１１年９月３０日まで
　提案上限額　２７，９８０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）
【内訳】令和８年度　５，２８２，０００円
令和９年度  ９，０７９，０００円
令和１０年度  ９，０７９，０００円
令和１１年度  ４，５４０，０００円

３　参加資格
　　次の各号に掲げる全ての資格を満たさなければならない。
　新座市入札参加資格登録業者であること。
　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
　告示日から選定までの間において、新座市の契約に係る入札参加停止等の措置要領（平成２１年４月９日市長決裁）による入札参加停止措置又は新座市の契約に係る暴力団排除措置要領（平成２１年６月１日市長決裁）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
　次に掲げる項目のいずれかに該当しない者であること。
ア　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
イ　暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）
若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下
「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある者
ウ　役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参加している者が暴力団の構成員等である者
　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（再生手続開始の決定を受けた者を除く。）であること。
　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者（更生手続開始の決定を受けた者を除く。）であること。
　法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
　プライバシーマーク若しくはＩＳＭＳ認証を有していること。
　地方公共団体において、おくやみコーナー窓口業務について継続して２年以上の受託実績があること。
　　おくやみコーナーの開設に当たり、体制構築等開設に必要な準備を市と協力し無償で実施できること。

４　実施日程
	
	内　容
	日　程

	１
	実施要領の公表・参加申込書の受付開始
	令和８年３月３０日(月)

	２
	質問の受付期限
	令和８年４月３日(金)

	３
	質問に対する回答
	令和８年４月１０日(金)頃

	４
	参加申込書の受付期限
	令和８年４月１５日(水)

	５
	企画提案書の受付期限
	令和８年４月２２日(水)

	６
	第１次審査結果通知
	令和８年４月２８日(火)頃

	７
	審査・プレゼンテーション日程
	令和８年５月２０日(水)

	８
	選考結果通知
	令和８年５月下旬

	９
	契約締結
	令和８年６月上旬



５　参加手続
　　本プロポーザルに参加する意思がある事業者は、次のとおり提出書類を添付の上、参加申込を行うこととする。
　提出書類
　　ア　参加申込書（様式１）
　　イ　会社概要書（様式２）
　　ウ　業務実績表（様式３）
　提出期限　令和８年４月１５日(水)まで（土日祝日を除く。）
※　持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとする。
　提出部数　紙媒体各１部及び電子データ
　提出　持参又は郵送（電子データは電子メールで提出すること。）
　　　※　提出先は「１３　問合せ及び書類提出先（事務局）」のとおり。
　　　※　郵送の場合は、申込期限内に必着とする。

６　質疑応答
　　本要領及び要求水準書の内容に不明な点がある場合は、次の方法により質問を受け付ける。
　提出書類　
質問書（様式４）を電子メールで提出すること。
　　　※　提出先は「１３　問合せ及び書類提出先（事務局）」のとおり。
　提出期限　令和８年４月３日(金)午後５時まで
　回答　令和８年４月１０日(金)までに市ホームページに掲載する。

７　企画提案
本プロポーザルに参加する事業者は、次のとおり書類を提出すること。
　提出書類
　　ア　企画提案書
　　　　企画提案書はＡ４サイズの任意様式で、３０ページ以内で作成し、必ずページ番号を付すこと。なお、Ａ３サイズを使用する場合は折り畳んでＡ４サイズとすること。
　　　　表紙に業務名「新座市おくやみコーナー窓口委託事業」及び企業名を記載すること。
　　　　提案内容については、要求水準書の各項目について具体的に記載すること。
　　イ　見積書
　　　　契約締結日から令和９年３月３１日まで
　　　　令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで
　令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで
　　　　令和１１年４月１日から令和１１年９月３０日まで
　　　※　見積書には、件名、金額、住所、社名及び代表者氏名を記載し、代表者印を押印すること。
　提出期限　令和８年４月２２日(水) 午後５時まで（土日祝日を除く。）
※　持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとする。
　提出部数　紙媒体各７部及び電子データ
　提出方法　持参又は郵送（電子データは電子メールで提出すること。）
　　　※　提出先は「１３　問合せ及び書類提出先（事務局）」のとおり。
　　　※　郵送の場合は、申込期限内に必着とする。　

８　審査方法
[bookmark: _Hlk220940237]新座市おくやみコーナー窓口委託事業プロポーザル審査選考委員会を設置し、審査を行う。
　　評価基準
　　　別紙「評価基準」のとおり。
　１次（書類）審査
応募多数の場合は、提出書類に基づく書類審査により上位３者を選定する。また、確定後速やかに対象者全員に文書により通知する。
　２次（プレゼンテーション）審査
１次審査により選考された者に対し、企画提案書についてのプレゼンテーションを行う。１企画提案者につき、プレゼンテーションの説明は２０分以内とし、プレゼンテーション後に質疑応答を１０分程度行う。
プレゼンテーション用のパソコンは各参加者で準備すること。プロジェクター（パソコン等との接続ケーブルを含む。）は市が用意する。その他、プレゼンテーションに必要な設備や持参する機器がある場合、事前に相談すること。
　候補者の選定方法
審査に当たっては、選考委員会の各委員が「評価基準」に基づき、１００点満点で採点し、各委員の評価点が６０点を超え、かつ、最も優れた企画提案者を契約候補者として選定する。
なお、企画提案者が１者の場合でも審査を行い、各委員の評価が６０点を超える場合には契約候補者として選定する。　　

９　失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
　３ 参加資格に掲げる要件を満たさなくなった場合
　提出書類に虚偽の記載があった場合
　審査の公平性を害する行為があった場合
　その他不正行為が認められた場合

１０　選考結果の通知・公表
選考結果は参加者全員に文書にて通知するとともに、市ホームページに掲載する。

１１　契約
契約候補者と本市との間で業務内容の調整を行い、正式な仕様書を確定させた上で契約を締結する。
候補者との契約が成立しない場合は、次点候補者と協議を行う。

１２　注意事項
　提出書類は返却しない。また、提出された書類等の訂正、追加及び再提出は認めない。ただし、本市から指示があった場合を除く。
　提出書類は、本事業の実施以外の目的には使用しない。
　本プロポーザルに要した費用は、各参加者の負担とする。
　本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、新座市情報公開条例
（平成１３年新座市条例第４号）に基づき提出書類等を公開する場合がある。

１３　問合せ及び書類提出先（事務局）
新座市市民生活部市民課　担当　堀田・和田
〒３５２－８６２３　埼玉県新座市野火止一丁目１番１号　本庁舎１階
電話　０４８－４２４－９６０３（直通）
電子メール　simin@city.niiza.lg.jp
2

